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R2年1月～5月

R3年1月～5月

空き巣 忍込み 居空き
事務所

荒し
出店荒し 自動車盗

オート

バイ盗
自転車盗

車上

ねらい

部品

ねらい

工事場

ねらい
払出盗

R2年1月～5月 176 71 4 51 72 59 30 431 313 104 26 27

R3年1月～5月 157 63 10 27 21 51 16 301 232 71 26 34

増減数 △ 19 △ 8 6 △ 24 △ 51 △ 8 △ 14 △ 130 △ 81 △ 33 0 7

 

 

   

 

 

「岐阜県安全・安心まちづくり情報」第３５号をお届けします！ 

日頃は「安全・安心まちづくり県民運動」にご尽力いただき、誠にありがとうございます。 
 
＜今号の記事内容＞   

● 県内の犯罪情勢（令和３年５月末）について 

● 犯罪被害者等支援について学ぶ市民講座のお知らせ 

● 防犯、交通安全、消費生活、地域づくり出前講座を活用ください！ 

 
 
 

 

 
 

●県内の主な窃盗犯の状況 

岐阜県における令和３年１月から５月末までの刑法犯認知件数は３，９７３件で、前年同期

と比べ４１１件の減少（９.４％減）となり、戦後最小となった前年を下回っています。新型コ

ロナウィルス感染拡大による外出自粛の影響が続いていると思われます。 

特に、窃盗犯の認知件数は大きく減少し、総数は２，５５２件で、前年同期と比べ３９５件

減少（１３．４％減）しています。自転車盗は３０１件で前年同期比１３０件減少、車上ねら

いは２３２件で前年同期比８１件減少。また、空き巣は１５７件で前年同期と比べ１９件の減

少となりました。 

一方、払出盗（不正に入手したキャッシュカードでＡＴＭから現金を引き出すもの）は３４

件で前年同期比７件の増加となりました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内の犯罪情勢（令和３年５月末）について    【統計値：岐阜県警察資料（暫定値）】 

～第３５号～（令和３年６月） 

安全･安心 

＜主な窃盗犯手口別件数＞ 
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●中学生以下の子どもに対する「声掛け事案等」の発生状況 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●ニセ電話詐欺の発生状況（４月末） 

ニセ電話詐欺の認知件数は、９１件で、前年同期比で４２件の増加となっています。４月

は３４件と非常に多くなっています。 

なかでも、増加が著しいものとして、架空請求詐欺が２５件（前年同期比２１件増）、還付

金請求詐欺が２１件（同２０件増）と約２倍に増加しています。キャッシュカード詐欺盗も

２１件（同１０件増）と多く発生しています。 

不審な電話がかかってきたときは、警察に相談（通報）してください。 

 

 

！！こんな手口にご用心  還付金詐欺！！ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ニセ電話詐欺 
発生件数 対前年比 被害金額（約） 前年同期比（約） 

９１件 ＋４２件 １億 2,969 万円 ＋6,446 万円 

 

オレオレ詐欺   ６件 ＋５件 1,143 万円 +743 万円 

預貯金詐欺 １３件 △１３件 819 万円 △2,858 万円 

架空料金請求詐欺 ２５件 ＋２１件 4,783 万円 ＋4,713 万円 

還付金詐欺  ２１件 ＋２０件 2,242 万円  ＋2,142 万円 

融資保証金詐欺  ０件 △４件 0 円 △490 万円 

金融商品詐欺 １件 △１件 200 万円 △100 万円 

ギャンブル詐欺 ３件 ＋３件 523 万円 ＋523 万円 

交際あっせん詐欺  １件 ＋１件 401 万円 ＋401 万円 

その他の特殊詐欺 ０件 ±０件 ０円 ±０円 

ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ詐欺盗 ２１件 ＋１０件 2,858 万円 ＋1,373 万円 

＜ニセ電話詐欺の発生件数と被害額＞ 

声掛け事案等の認知件数は、２１５件で、新型コ

ロナウィルスの影響で休校措置が続いていた前年同

期と比べ１０４件の増加となっています。 

路上での発生が１７７件（全体の約８２％）で、

登下校の時間帯に１７２件（同約８０％）発生して

おり、特に下校途中が１１１件（同５１％）と集中

しています。 

不審者や不審車両を見つけた場合は、直ちに警察

へ連絡してください。 

 

地域ぐるみで 

「ながら見守り」を 

お願いします！ 

市役所職員を名乗る者から、   

自宅の固定電話に、 

 

 

 

 

などと電話がかかり 

 

 

と言葉巧みにＡＴＭへ誘い出し、 

ＡＴＭを操作させて犯人の口座に送金させるものです。 

〇暗証番号は絶対に教えない！ 

 

〇還付金の手続きはＡＴＭでは 

できません。 

 

〇自宅の固定電話は留守番設定 

を活用しましょう。 

 

 

「介護保険料の払い戻しがあります」 

 

「手続きはＡＴＭで出来ます」 

 

「書類を送りましたが、見ていませんか？」 
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◆◆岐阜会場◆◆ 

日時：令和３年７月５日（月） 

     ９：３０～１６：３０ 

場所：OKB ふれあい会館 301 中会議室 

     岐阜市薮田南 5-14-53 

内容：・犯罪被害者等支援条例の概要 

    ・被害者の声（ご遺族から） 

    ・インターネット上の二次的被害について 

    ・犯罪被害者等の困難、支援について 

申込〆切：６月２８日（月） 

◆インターネット上の中傷問題に長年取り組み、

自身も中傷の対象となったことがある弁護士 

唐澤
か ら さ わ

貴洋
た か ひ ろ

氏の講演です。 

 

日時：令和３年７月５日（月） 

     １３：００～１４：３０ 

場所：OKB ふれあい会館 301 中会議室 

     岐阜市薮田南 5-14-53 

申込〆切：６月２８日（月） 

 

※基礎知識講座（岐阜会場）の一部として

開催します。この講座だけでの申し込みもできま

す。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪被害者等支援について学ぶ講座（参加無料）のお知らせ                         

（主催／岐阜県、問い合わせ先／公益財団法人ぎふ犯罪被害者等支援センター） 

岐阜県では、令和３年４月１日に岐阜県犯罪被害者等支援条例を施行しました。 

条例では、基本理念を定めるとともに、県や県民、事業者、民間支援団体の責務等を

明らかにしています。犯罪被害者等（犯罪により被害を受けた人やその家族、遺族）を

社会全体で支え、彼ら彼女らが受けた被害を一日でも早く回復、軽減することや生活の

再建を図り、県民が安心して暮らすことができる社会の実現を目指します。 

 

安全・安心まちづくりには、犯罪が起こらないように防止することと、起きてしまっ

た犯罪により被害にあった人を支えることのどちらも大切です。 

そこで、県では、犯罪被害者等に対する理解や支援について学んでいただく講座を開

催します。ぜひご参加ください。 

詳細は、こちらの HP からご覧いただけます。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/159313.html 

【お問い合わせ先】公益社団法人 ぎふ犯罪被害者支援センター 

         TEL ０５８－２７５－３９３３ 

◆◆関会場◆◆ 

日時：令和３年７月１３日（火） 

     ９：３０～１６：３０ 

場所：関市総合福祉会館  

     関市若草通 2-1 

内容：・犯罪被害者等支援条例の概要 

    ・被害者の声（ご遺族から） 

    ・犯罪被害者等の困難、支援について 

申込〆切：７月５日 

◆具体的にどんな支援があるのか知りたい方には 

日時：令和３年７月２６日（月） 

   ：令和３年７月３０日（金） 

     ９：３０～１６：３０ 

場所：OKB ふれあい会館 301 中会議室 

     岐阜市薮田南 5-14-53 

内容：・関係機関との連携 

    ・被害者の声（ご遺族から） 

    ・警察における犯罪被害者等支援 

    ・司法手続きにおける犯罪被害者等支援 

    ・性暴力被害者への支援      等 

申込〆切：７月２０日（火） 

  

犯罪被害者等について学ぶ基礎知識講座 

支援について学ぶ講座 

 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の二次的被害講座 
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安全・安心まちづくり県民運動  ～自分の地域の安全は、自分たちで守る～  
岐阜県 環境生活部 県民生活課 交通安全・コミュニティ係 

〒５００-８５７０ 岐阜市薮田南２-１-１  

TEL ０５８-２７２-８２０５  FAX ０５８-２７８-２８８９  

Ｅﾒｰﾙ c11261@pref.gifu.lg.jp 
 

＊岐阜県安全・安心まちづくりポータルサイト 
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/535.html 

◆安全・安心まちづくりアドバイザー派遣制度 

◆「交通安全・防犯・消費者被害の防止」出前講座 
 

◆地域づくり活動をリードする「シニアリーダー人材養成」講師派遣 
 

◆地域の課題解決応援事業 
 

 

 

 

 

 

 

「住宅や店舗の防犯対策はどうしたらいいの？」、「防犯ボランティア活動事例を知りた

い」、「犯罪情勢を聞きたい」など、ご希望に応じてアドバイザーを派遣します。防犯ボランテ

ィア団体の会合や自治会、企業研修等で幅広くご活用ください。 

 

 

 

 

皆さんのお住まいの地域に担当職員が出向き、交通安全・防犯・消費者被害の防止といった身

近な問題をテーマに講座を実施します。寸劇を用いた楽しい消費生活講座も開催しています。 

 

 

 

 

地域づくりに興味がある６０歳以上の方、将来的に地域活動へ関わりたい４０歳以上の方を対

象とした、地域づくりに関する講座へ講師を派遣します。 

 

 

 

 

地域の高齢化や地域防災、自治会運営や、「地域で育てる桜を守るためにできることは？」な

ど、皆さんのお住いの地域の課題は様々です。それらを解決するための活動にアドバイザーやコ

ーディネーターを派遣します。 

 

※詳しくは、下記ぎふ地域の絆づくり支援センターの HP を 

ご覧いただくか、電話にてお問い合わせください。 

 随時、申し込みいただけます。原則、講師の謝金や交通費の負担はありません。 

 （ぎふ地域の絆づくり支援センター）https://www.pref.gifu.lg.jp/page/11633.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岐阜県安全・安心まちづくり 検 索 

あなたの地域へ講師を派遣します。 

の事業 

犯罪被害遺児激励金に対してご寄付をいただきました。 

Dream Power実行委員会 様 誠にありがとうございます。 

犯罪被害遺児激励金に関するお問い合わせは、下記担当までお電話ください。 


